
大阪教育大学学則（一部改正案） 

第１章 大学 

第１節 目的 

（大学の目的） 

第１条 大阪教育大学（以下「本学」という。）は，学芸の研究教授につとめ，高い学識

と豊かな教養をもつ人材特に有為な教育者を育成することを目的とする。 

第２節 構成 

（学部） 

第２条 本学に教育学部を置く。 

２ 教育学部に次の課程・学科を置く。 

初等教育教員養成課程 

学校教育教員養成課程 

養護教諭養成課程 

教育協働学科 

３ 教育学部，課程・学科の教育研究上の目的は，別に定める。 

第３条 削除 

第３節 定員 

（定員） 

第４条 各課程及び学科の定員は，次のとおりとする。 

学部 課程又は学科 専攻 コース 入学定

員 

編入学定員 収容定

員 

教育学

部 

初等教育教員養成

課程 

幼児教育専攻 15 60 

小学校教育専

攻 

昼間コース 45 180 

夜間コース 

（５年課

程） 

40 （３年次）

25 

200 

75 

学校教育教員養成

課程 

特別支援教育専攻 

420 1,680 小中教育専攻 

中等教育専攻 

養護教諭養成課程 30 120 

小計 550 （３年次）

25 

2,315 

教育協働学科 
教育心理科学専攻 

350 1,400 
健康安全科学専攻 
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理数情報専攻 

グローバル教育専攻 

芸術表現専攻 

スポーツ科学専攻 

小計 350 
 

1,400 

合計 900 （３年次）

25 

3,715 

第４節 学年，学期及び休業日 

（学年） 

第５条 学年は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第６条 学年を分けて次の２学期とする。 

 第１学期（前期） ４月１日から９月３０日まで 

 第２学期（後期） １０月１日から翌年３月３１日まで  

２ 前項に規定する各学期は，前半及び後半に分けることができる。この場合において，

第１学期（前期）の前半８週を第１ターム，後半８週を第２ターム，第２学期（後

期）の前半８週を第３ターム，後半８週を第４タームとする。 

（休業日） 

第７条 定期休業日を次のとおりとする。 

 日曜日 

 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 開学記念日 １１月１日 

２ 春季休業日，夏季休業日及び冬季休業日は，毎年ごとに定める。 

３ 臨時休業日は，その都度定める。 

４ 休業日であっても，教育実習その他を行うことがある。 

第５節 修業年限，教育課程，履修方法等 

（修業年限） 

第８条 修業年限は４年とする。ただし,夜間コースにあっては５年とする。 

２ 夜間コース第３年次編入学した者については，３年とする。 

３ 在学期間は，通算８年，夜間コース第３年次編入学した者については通算６年を超え

てはならない。ただし，再入学及び転入学した者の取扱いについては，別に定める。 

（教育課程の編成及び授業の方法） 

第９条 教育課程は，大学の目的を達成するために必要な授業科目を開設する教育プログ

ラムとして，体系的に編成するものとする。 

２ 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより，又はこれらの併用

により行うものとする。 

３ 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。 
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４  教育プログラムに関して必要な事項は，別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第 10 条 教育上有益と認めるときは，本学の定めるところにより，学生に他の大学又は

短期大学の授業科目を履修させることがある。 

２ 前項の履修において修得した単位は，６０単位を限度に本学で修得したものとみなす

ことがある。 

３ 前二項の規定は，外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

４ 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における

学修その他文部科学大臣が定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単

位を与えることがある。 

５ 前項により与えることのできる単位数は，第２項により本学で修得したものとみなす

単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（メディアを利用した授業等の単位認定）  

６ 第９条第３項の授業方法により修得した単位は，６０単位を超えない範囲で卒業に必

要な単位の中に算入することができる。 

（大学以外の教育施設等における学修並びに入学前の既修得単位等の認定） 

第 11 条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外

国の大学又は短期大学を含む。）において修得した単位（大学の科目等履修生として

修得した単位を含む。）を，本学における授業科目の履修により修得したものとみな

すことがある。 

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を，本学における授業科

目の履修とみなし，単位を与えることがある。 

３ 前二項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入

学，転入学等の場合を除き，本学で修得した単位以外のものについては，前条により

本学において履修したとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

４ 前三項に定めるもののほか，既修得単位等の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

第６節 学籍 

（入学の時期） 

第 12 条 入学は，学年の始めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従

い，学生を入学させることがある。 

（入学の資格） 

第 13 条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 高等学校を卒業した者 

(２) 中等教育学校を卒業した者  

(３) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及びこれに相当する学校教育

を修了した者 

(４) 外国において，学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者 
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(５) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在

外教育施設の当該課程を修了した者 

(６) 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学

大臣の指定した者 

(７) 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検

定に合格した者を含む。） 

(８) その他本学において審査の上，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた者 

２ 夜間コース第３年次に編入学することのできる者は，別に定める。 

（入学者の選考） 

第 14 条 入学者の選考は，選抜試験により行う。 

２ 選抜試験の合格者は，教授会の議を経て学長が決定する。  

（入学の許可） 

第 15 条 学長は，前条により選考された者で所定の手続きを行った者に入学を許可す

る。 

２ 前条により選考された者のうち特別の事情のある者で，第７４条第１項に定める入学

料の免除又は徴収猶予の申請を行った者に，入学を許可する。 

（入学の宣誓） 

第 16 条 入学を許可された者は，宣誓しなければならない。 

（再入学）  

第 17 条 第２０条に規定する退学した者並びに第２４条第１項第１号及び第４号に規定

する除籍された者が，再入学を願い出たときは，選考の上，再入学を許可することが

ある。 

（転入学） 

第 18 条 本学が認める資格を有する者が，転入学を願い出たときは，選考の上，転入学

を許可することがある。 

（転籍） 

第 19 条 転籍を願い出た者については，選考の上，転籍を許可することがある。 

（願い出による退学，転学） 

第 20 条 退学，転学しようとするときは，学長に願い出なければならない。 

（他の大学等への留学等） 

第 21 条 第１０条の規定に基づき，他の大学又は短期大学に入学しようとする者及び外

国の大学又は短期大学に留学しようとする者並びに短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣の定める学修を行おうとする者は，学長の許可を

得なければならない。 

２ 前項により留学した期間及び学修を行った期間は，第８条に規定する修業年限に算入

する。 

（休学，復学） 
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第 22 条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き３月以上休学しようとするとき，

又は休学期間中にその理由が消滅し復学しようとするときは，学長の許可を得なけれ

ばならない。 

（休学期間及び休学期間の取扱い） 

第 23 条 休学の期間は，１年以内とする。ただし，特別の事情のあるときは，許可を得

て２年を限り更新することができる。 

２ 休学の期間は，通算４年を超えることができない。 

３ 休学の期間は，在学の期間に算入しない。 

（除籍） 

第 24 条 次の各号の一に該当する者は，これを除籍する。 

(１) 授業料納付の義務を怠り，納付しない者  

(２) 第８条第３項に規定する在学期間を超えた者 

(３) 成業の見込みがないと認められる者 

(４) 行方不明となった者 

(５) 死亡した者 

(６) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者 

第７節 卒業及び学位 

（卒業の要件） 

第 25 条 卒業の要件は，第８条第１項,又は第２項に定める修業年限以上在学し，別に定

める各課程及び学科の卒業に必要な単位数を修得することとする。 

２ 本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,第８条第１項の規定に

かかわらず，別に定めるところにより３年以上在学すれば足りるものとする。ただ

し，夜間コースにあっては４年以上とする。 

３ 卒業は，学年の終わりとする。ただし,学年の途中においても学期の区分に従い，学

生を卒業させることができる。 

（卒業の認定，学位） 

第 26 条 前条による卒業の要件を満たす者について，教授会の議を経て学長が修了を認

定し，学士の学位を授与する。 

２ 学位の授与については，別に定める。 

（教育職員免許状等） 

第 27 条 教育職員免許状及びその他諸資格の取得については，別に定める。 

第８節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生 

（研究生） 

第 28 条 本学において，特定の専門事項についての研究を志願する者は，選考の上，研

究生として入学を許可する。 

２ 研究生に関する事項は，別に定める。 

（科目等履修生） 

第 29 条 本学において，特定の授業科目についての履修を志願する者は，選考の上，科

目等履修生として入学を許可する。 
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２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 30 条 他の大学又は外国の大学の学生で，本学において，特定の授業科目についての

聴講を志願する者は，当該大学との協議に基づき，特別聴講学生として受け入れる。 

２ 特別聴講学生に関する事項は，別に定める。 

（外国人留学生） 

第 31 条 外国人で，教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者は，選

考の上，外国人留学生として入学を許可する。 

２ 外国人留学生に関する事項は，別に定める。 

（規定の準用） 

第 32 条 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生については，本節の規

定によるほか本章に定める規定を準用する。 

 

第２章 大学院 

第１節 目的 

（大学院の目的） 

第 33 条 大阪教育大学大学院（以下「大学院」という。）は，教育委員会や学校現場と

の密接な連携の下での教員養成や現職教員教育を通じて，教員志望学生や現職教員学

生に学校現場での課題に即応できる実践的知識・技能を拡充させるための視点と方法

を獲得させ，もって学校における高度な専門的能力及び優れた資質を有する専門職と

しての教員を養成するとともに学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に，広

い視野に立って精深な学識を修め，専門分野における理論と応用の研究能力を有する

教育研究の推進者を養成することを目的とする。 

第２節 構成 

（大学院） 

第 34 条 大学院に教育学研究科及び連合教職実践研究科（以下「連合研究科」とい

う。）を置く。 

２ 教育学研究科は，修士課程とし，連合研究科は，専門職学位課程とする。 

３ 教育学研究科に，高度教育支援開発専攻を置く。 

４ 連合研究科に，高度教職開発専攻を置く。  

５ 連合研究科は，大阪教育大学，関西大学，近畿大学との間で締結された協定書に基づ

き設置するもので，本学を基幹とし，本学内に設置する。 

６ 教育学研究科並びに連合研究科の教育研究上の目的は，別に定める。 

第３節 定員 

（定員） 

第 35 条 教育学研究科高度教育支援開発専攻の定員は，次のとおりとする。 

専  攻 入学定員 収容定員 

高度教育支援開発専攻 50 100 

２ 連合研究科高度教職開発専攻の定員は，次のとおりとする。 
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専  攻 入学定員 収容定員 

 高度教職開発専攻    150 300 

第４節 学年，学期及び休業日 

（学年，学期及び休業日） 

第 36 条 大学院の学年，学期及び休業日は，第５条から第７条の規定を準用する。 

第５節 修業年限，教育課程，履修方法等 

（修業年限等） 

第 37 条 大学院の標準修業年限は，２年とする。 

２ 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて計画的に教育課程

を履修し修了することを希望する場合は，当該学生（以下「長期履修学生」とい

う。）の修業年限を３年とすることを認めることができる。 

３ 前項の取扱いについては，別に定める。 

４ 大学院の在学期間は，通算４年を超えてはならない。ただし，長期履修学生として認

められた者の在学期間は，通算５年を超えてはならないものとする。 

５ 再入学及び転入学した者の取扱いについては，別に定める。 

（指導教員） 

第 38 条 研究科長は，学生の指導教員を定める。 

（教育課程の編成及び授業の方法）  

第 39 条 教育課程の編成及び授業の方法は，第９条の規定を準用するほか，別に定め

る。 

（教育方法の特例） 

第 40 条 教育上特別の必要があると認める場合には，夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがある。 

（他の大学院における履修） 

第 41 条 教育上有益と認めるときは，本学が定めるところにより，学生に他の大学の大

学院（以下「他の大学院」という。）又は外国の大学の大学院（以下「外国の大学

院」という。）の授業科目を履修させることがある。 

２ 前項の規定により他の大学院又は外国の大学院で履修した期間は，第３７条に規定す

る修業年限に算入する。 

３ 第１項の規定により修得した単位は，教育学研究科にあっては１０単位，連合研究科

にあっては修了要件として定める単位数の２分の１を超えない範囲で教育学研究科あ

るいは連合研究科において修得した単位とみなすことがある。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 42 条 教育上有益と認めるときは，本学の大学院に入学する前に大学院において修得

した単位（大学院の科目等履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」と

いう。）を本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

ある。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，転学の場合を除き，

本学の大学院で修得した単位以外のものについては，教育学研究科にあっては１０単
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位を，連合研究科にあっては前条第３項の規定により連合研究科において修得したも

のとみなす単位数と合わせて修了要件として定める単位数の２分の１を超えないもの

とする。 

３ 前二項に定めるもののほか，既修得単位の認定に関する必要な事項は，別に定める。 

第６節 学籍 

（入学の時期） 

第 43 条 大学院の入学は，第１２条の規定を準用する。 

（入学資格） 

第 44 条 大学院に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 大学を卒業した者 

(２) その他学校教育法（昭和２２年法律第２６号)第１０２条の規定により大学を卒

業した者と同等以上の学力があると認められた者 

（入学者の選考） 

第 45 条 入学者の選考は，選抜試験により行う。 

２ 選抜試験の合格者は，研究科委員会の議を経て学長が決定する。 

（入学の許可及び入学の宣誓） 

第 46 条 入学の許可及び入学の宣誓は，第１５条及び第１６条の規定を準用する。 

（再入学） 

第 47 条 第４９条に規定する退学した者並びに第５２条第１項第１号及び第４号に規定

する除籍された者が，再入学を願い出たときは，選考の上，再入学を許可することが

ある。 

（転入学） 

第 48 条 転入学は，第１８条の規定を準用する。 

（願い出による退学，転学） 

第 49 条 願い出による退学又は転学は，第２０条の規定を準用する。 

（休学，復学） 

第 50 条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き３月以上休学しようとするとき，

又は休学期間中にその理由が消滅し復学しようとするときは，学長の許可を得なけれ

ばならない。 

（休学期間及び休学期間の取扱い） 

第 51 条 休学の期間は，１年以内とする。ただし，特別の事情のあるときは，許可を得

て２年を限り更新することができる。 

２ 休学の期間は，通算２年を超えることができない。 

３ 休学の期間は，在学の期間に算入しない。 

（除籍） 

第 52 条 次の各号の一に該当する者は，これを除籍する。 

(１) 授業料納付の義務を怠り，納付しない者 

(２) 第３７条第４項に規定する在学期間を超えた者 

(３) 成業の見込みがないと認められる者 
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(４) 行方不明となった者 

(５) 死亡した者  

(６) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者 

第７節 修了及び学位 

（修了の要件） 

第 53 条 修了の要件は，教育学研究科高度教育支援開発専攻にあっては心理・教育支援

コース及び教育ファシリテーションコースは３０単位以上を，国際教育協働コースは

３４単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，学位論文の審査及び試験

に合格することとする。ただし，優れた業績を上げた者については，第３７条第１項

の規定にかかわらず，１年以上在学すれば足りるものとする。  

２ 前項の場合において，大学院の目的に応じ適当と認められるときは，特定の課題につ

いての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。 

３ 連合研究科にあっては４６単位以上を修得することとする。 

（修了の認定，学位） 

第 54 条 前条による修了の要件を満たす者について，研究科委員会の議を経て学長が修

了を認定し，教育学研究科にあっては修士の学位，連合研究科にあっては教職修士

（専門職）の学位を授与する。 

２ 学位の授与については，別に定める。 

（教育職員免許状） 

第 55 条 教育職員免許状の取得については，別に定める。 

第８節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生及び外国人留学      

    生 

（研究生） 

第 56 条 大学院において，特定の学問分野について専門的な研究を志願する者は，選考

の上，研究生として入学を許可する。 

２ 研究生に関する事項は，別に定める。 

（科目等履修生） 

第 57 条 大学院において，特定の授業科目についての履修を志願する者は，選考の上，

科目等履修生として入学を許可する。 

２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 58 条 他の大学院又は外国の大学院の学生で，大学院において，特定の授業科目につ

いての聴講を志願する者は，当該大学院との協議に基づき，特別聴講学生として受け

入れる。 

２ 特別聴講学生に関する事項は，別に定める。 

（特別研究学生） 

第 59 条 他の大学院又は外国の大学院の学生で，大学院において，研究指導を受けよう

と志願する者は，当該大学院との協議に基づき，特別研究学生として受け入れる。 

２ 特別研究学生に関する事項は，別に定める。 
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（外国人留学生） 

第 60 条 外国人留学生については，第３１条の規定を準用する。 

（規定の準用） 

第 61 条 大学院における研究生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生及び外国

人留学生については，本節の規定によるほか第１章及び第２章に定める規定を準用す

る。 

 

第３章 専攻科 

第１節 目的 

（専攻科の目的） 

第 62 条 大阪教育大学特別支援教育特別専攻科（以下「専攻科」という。）は，大学教

育の基礎の上に精深な程度において学芸に関する事項を研究教授し，指導的教育者を

養成することを目的とする。 

第２節 構成 

（専攻科） 

第 63 条 専攻科に特別支援教育専攻を置く。 

第３節 定員 

（定員） 

第 64 条 特別支援教育専攻の定員は，３０人とする。 

第４節 学年，学期及び休業日 

（学年，学期及び休業日） 

第 65 条 専攻科における学年，学期及び休業日は，第５条から第７条までの規定を準用

する。 

第５節 修業年限，教育課程，履修方法等 

（修業年限） 

第 66 条 専攻科の修業年限は１年とし，在学の期間は２年を超えることができない。 

（授業の方法） 

第 67 条 専攻科の授業科目，履修基準及び履修方法は，別に定める。 

第６節 学籍 

（入学資格） 

第 68 条 専攻科に入学することのできる者は，幼稚園，小学校，中学校若しくは高等学

校教諭の普通免許状のいずれかを有する者であって，次の各号の一に該当するものと

する。 

(１) 大学を卒業した者 

(２) その他学校教育法（昭和２２年法律第２６号)第９１条第２項の規定により大学

を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

（入学の時期等） 

第 69 条 専攻科における学籍に関しては，第１章第６節の規定を準用する。ただし，第

１３条，第１９条，第２３条第１項ただし書き及び第２項は除く。 
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第７節 修了等 

（修了） 

第 70 条 専攻科に１年以上在学し，かつ，所定の単位を修得した者には修了証書を授与

する。 

（教育職員免許状） 

第 71 条 教育職員免許状の取得については，別に定める。 

 

第４章 授業料，入学料及び検定料 

（授業料，入学料及び検定料の額並びにその納付方法） 

第 72 条 授業料，入学料及び検定料の額並びにその納付方法に関し，必要な事項は別に

定める。 

２ 退学する場合は，その学期の授業料を納付しなければならない。 

３ 停学を命ぜられた場合は，その期間中の授業料を納付しなければならない。 

（既納の授業料，入学料及び検定料） 

第 73 条 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。ただし，特別の事情がある

場合は，別に定めるところにより，返還することがある。 

（入学料，授業料の免除又は徴収猶予並びに検定料の免除） 

第 74 条 特別の事情がある者については，別に定めるところにより，その入学料又は授

業料を免除又は徴収猶予することがある。 

２ 特別の事情がある者については，別に定めるところにより，その検定料を免除するこ

とがある。  

３ １学期を通じて休学した場合は，その学期の授業料を免除する。 

 

第５章 賞罰 

（表彰）  

第 75 条 学生で学術，課外活動等において顕著な功績があり，他の学生の範とする者が

あるときは，学長が表彰する。 

２ 表彰に関し，必要な事項は別に定める。 

（懲戒） 

第 76 条 懲戒は，次の各号の一に該当する者に加える。 

(１) 本学の規則に違反した者 

(２) 学内の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

(３) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(４) 正当の理由がなくて出席常でない者 

２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

（停学期間の取扱い） 

第 77 条 停学期間が３月以上にわたるときは，その期間は，在学期間に算入しない。 

 

第６章 学生宿舎 
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（学生宿舎） 

第 78 条 本学に学生宿舎を置く。 

２ 学生宿舎の管理運営その他必要な事項は，別に定める。 

 

第７章 履修証明書を交付する特別の課程  

（履修証明プログラム） 

第 79 条 本学は，学校教育法第１０５条の規定に基づき，本学の学生以外の者を対象と

した特別の課程として，履修証明プログラムを編成することができる。 

２ 履修証明プログラムを修了した者には，修了の事実を証する証明書を交付する。  

３ 前２項に定めるもののほか，履修証明プログラムに関し，必要な事項は，別に定め

る。  

 

第８章 公開講座  

（公開講座） 

第 80 条 地域社会の教育文化の向上に資するため，公開講座を開設する。 

 

第９章 雑 則 

（その他） 

第 81 条 この学則に定めるほか，必要な事項は別に定める。 

 

附 則  

 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則  

 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則  

 この規則は，平成１８年５月３１日から施行し，平成１９年度入学生から適用する。 

附 則  

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。ただし，第７３条の改正規定は，平

成１９年度入学志願者から適用する。 

２ 教育学部の障害児教育教員養成課程及び大学院の障害児教育専攻は，改正後の学則第

２条第２項及び第３４条第３項の規定にかかわらず，平成１９年３月３１日に当該課

程・専攻に在学する者が当該課程・専攻に在学しなくなる日までの間，存続するもの

とする。 

３ 教育学部の特別支援教育教員養成課程及び障害児教育教員養成課程の収容定員は，改

正後の学則第４条の規定にかかわらず，平成１９年度から平成２１年度の間にあって

は，次の表のとおりとする。 

課程又は学科 
収容定員 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 
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 特別支援教育教員養成課程 

 障害児教育教員養成課程 

45 

135 

     90 

90 

     135 

45 

４ 大学院各専攻の収容定員は，改正後の学則第３５条の規定にかかわらず，平成１９年

度にあっては，次の表のとおりとする。 

 専             攻  収容定員 

 学校教育専攻 32 

 国語教育専攻 20 

 社会科教育専攻 36 

 数学教育専攻 16 

 理科教育専攻 36 

 英語教育専攻 12 

 家政教育専攻 16 

 音楽教育専攻 22 

 美術教育専攻 24 

 保健体育専攻 20 

 特別支援教育専攻 12 

 障害児教育専攻 12 

 技術教育専攻  6 

 養護教育専攻  6 

 実践学校教育専攻 50 

 健康科学専攻 46 

 総合基礎科学専攻 28 

 国際文化専攻 24 

 芸術文化専攻 24 

                計           442 

附 則 

 この規則は，平成１９年１２月２６日から施行する。  

附 則 

 この規則は，平成２０年４月１日から施行する。  

附 則  

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ 教育学部の小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程は，改正後の学則第２条第２

項の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日に当該課程に在学する者が当該課程に

在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

３ 教育学部の学校教育教員養成課程，小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程の収

容定員は，改正後の学則第４条の規定にかかわらず，平成２２年度から平成２４年度

の間にあっては，次の表のとおりとする。 

課程又は学科 収容定員 
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平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

学校教育教員養成課程 

小学校教員養成課程 

中学校教員養成課程 

395 

870 

315 

790 

580 

210 

1,185 

290 

105 

附 則 

 この規則は，平成２２年６月１６日から施行する。 

附 則  

 この規則は，平成２３年１２月７日から施行し，改正後の第７４条第２項の規定は平成

２３年３月１１日から適用する。  

附 則 

 この規則は，平成２４年７月１１日から施行し，平成２４年４月１日から適用する。 

附 則  

 この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則  

 １ この規則は，平成２７年４月１日から施行する。  

 ２ 研究科各専攻の収容定員は，改正後の学則第３５条の規定にかかわらず，平成２７

年度にあっては、次の表のとおりとする。  

専                  攻 収容定員 

 学校教育専攻 31 

 国語教育専攻 14 

 社会科教育専攻 31 

 数学教育専攻 15 

 理科教育専攻 32 

 家政教育専攻 11 

 音楽教育専攻 23 

 美術教育専攻 22 

 特別支援教育専攻 22 

 実践学校教育専攻 45 

 ３ 連合研究科高度教職開発専攻の収容定員は，改正後の学則第３５条の規定にかかわ

らず，平成２７年度にあっては，３０名とする。 

附 則  

１ この規則は,平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。 

３ 平成２９年度以降の第二部第３年次編入学者については，なお従前のとおりとする。 

４ 教育学部の幼稚園教員養成課程，特別支援教育教員養成課程,教養学科及び第二部小

学校教員養成課程は,改正後の学則第２条第２項の規定にかかわらず，平成２９年３月

３１日（第二部第３年次編入学者については平成３１年３月３１日）に当該課程・学科

に在学する者が当該課程・学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。 

５ 教育学部の初等教育教員養成課程幼児教育専攻及び小学校教育専攻昼間コース並びに
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教育協働学科，幼稚園教員養成課程，特別支援教育教員養成課程及び教養学科の収容定

員は，改正後の学則第４条の規定にかかわらず，平成２９年度から平成３１年度の間に

あっては，次の表のとおりとする。  

課程又は学科 専攻 コース 
収容定員 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

初等教育教員

養成課程 

幼児教育専攻 15 30 45 

小学校教育

専攻 

昼間コース 45 90 135 

学校教育教員養成課程 1,605 1,630 1,655 

教育協働学科 350 700 1,050 

幼稚園教員養成課程 45 30 15 

特別支援教育教員養成課程 135 90 45 

教養学科 1,215 810 405 

６ 教育学部の初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース及び第二部小学校教員養

成課程の収容定員は,改正後の学則第４条の規定にかかわらず，平成２９年度から平成

３２年度の間にあっては，次の表のとおりとする。 

課程又は学科 専攻 コース 

収容定員 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

平成 31 年

度 

平成 32 年

度 

初等教育教員

養成課程 

小学校

教育専

攻 

夜 間 コ

ース 

(5 年課

程) 

40 80 120 

（3 年次） 

25 

160 

（3 年次） 

    50 

第二部小学校教員養成課程 

160 

（3 年次） 

150 

120 

（3 年次） 

150 

80 

（3 年次） 

100 

40 

（3 年次） 

50 

７ 大阪教育大学卒業に関する規程（平成１６年４月１日制定）は，廃止する。 

附  則  

１ この規則は,平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。  

３ 教育学研究科学校教育専攻，国語教育専攻，社会科教育専攻，数学教育専攻，理科教

育専攻，英語教育専攻，家政教育専攻，音楽教育専攻，美術教育専攻，保健体育専攻，

特別支援教育専攻，技術教育専攻，養護教育専攻及び実践学校教育専攻は，改正後の学

則第３４条第３項の規定にかかわらず，平成３１年３月３１日に当該専攻に在学する者

が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

４ 連合研究科高度教職開発専攻並びに教育学研究科学校教育専攻，国語教育専攻，社会

科教育専攻，数学教育専攻，理科教育専攻，英語教育専攻，家政教育専攻，音楽教育専

攻，美術教育専攻，保健体育専攻，特別支援教育専攻，技術教育専攻，養護教育専攻及

び実践学校教育専攻の収容定員は，改正後の学則第３５条の規定にかかわらず，平成３
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１年度の間にあっては，次の表のとおりとする。 

 

専  攻 収容定員 

高度教職開発専攻 180 

学校教育専攻 15 

国語教育専攻 6 

社会教育専攻 15 

数学教育専攻 7 

理科教育専攻 14 

英語教育専攻 6 

家政教育専攻 5 

音楽教育専攻 11 

美術教育専攻 10 

保健体育専攻 10 

特別支援教育専攻 10 

技術教育専攻 3 

養護教育専攻 3 

実践学校教育専攻 15 

 

附  則  

この規程は,令和２年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年度以前の入学者については，なお従前のとおりとする。 

３ 教育学研究科健康科学専攻，総合基礎科学専攻，国際文化専攻，芸術文化専攻は，改

正後の学則第３４条第３項の規程にかかわらず，令和３年３月３１日に当該専攻に在学

する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

４ 教育学研究科健康科学専攻，総合基礎科学専攻，国際文化専攻，芸術文化専攻の収容

定員は，改正後の学則第３５条の規程にかかわらず，令和３年度の間にあっては，次の

表のとおりとする。 

専 攻 収容定員 

健康科学専攻 21 

総合基礎科学専攻 16 

国際文化専攻 12 

芸術文化専攻 12 

５ 教育学研究科高度教育支援開発専攻の収容定員は，改正後の学則第３５条の規程にか
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かわらず，令和３年度の間にあっては，５０名とする。 
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大阪教育大学学則（一部改正案） 変更事項を記載した書類 

 

 

 

 

 

１．変更の事由 

    

  令和３年４月１日付で、本学大学院教育学研究科に高度教育支援開発専攻を設置するこ 

  とに伴い、 所要の改正を行うものである。  

 

 

 

２．主な変更内容  

   

   

条項 主な変更内容 

第２章 大学院 

第２節 構成 

第 34 条 

第３項  

第６項 

第３項 高度教育支援開発専攻を加え、健康科学専攻、総合基礎

科学専攻、国際文化専攻、芸術文化専攻を削除。 

 

第６項 「及び各専攻」を削除。 

第３節 定員 

第 35 条 

第１項 

入学定員及び収容定員に、高度教育支援開発専攻を加え、健康科

学専攻、総合基礎科学専攻、国際文化専攻、芸術文化専攻を削

除。 

第７節 修了及び学位 

第 53 条 

第１項 

高度教育支援開発専攻を加え、コース毎に修了の要件を規定。 

附則 施行期日及び経過規定を定める。 
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大
阪
教
育
大
学
学
則
（
一
部
改
正
案
）
新
旧
対
照
表
 

改
正

案
 

現
行

 

大
阪

教
育
大

学
学
則
 

 第
１

条
～
第

32
条

 
（

略
）
 

 

第
２

章
 

大
学

院
 

第
１

節
 

目
的

 

（
大

学
院
の

目
的

）
 

第
33

条
 

大
阪

教
育

大
学

大
学

院
（
以

下
「
大

学
院
」
と
い
う
。）

は
，
教
育
委
員
会
や
学

校
現

場
と
の

密
接

な
連

携
の

下
で

の
教

員
養
成
や
現
職
教
員
教
育
を
通
じ
て
，
教
員
志
望

学
生

や
現
職

教
員

学
生

に
学

校
現

場
で

の
課
題
に
即
応
で
き
る
実
践
的
知
識
・
技
能
を
拡

充
さ

せ
る
た

め
の

視
点

と
方

法
を

獲
得

さ
せ
，
も
っ
て
学
校
に
お
け
る
高
度
な
専
門
的
能

力
及

び
優

れ
た

資
質

を
有

す
る

専
門

職
と

し
て

の
教

員
を

養
成

す
る

と
と

も
に

学
部

に

お
け

る
一
般

的
及

び
専

門
的

教
養

の
基

礎
の
上
に
，
広
い
視
野
に
立
っ
て
精
深
な
学
識
を

修
め

，
専
門

分
野

に
お

け
る

理
論

と
応

用
の

研
究
能
力
を
有
す
る
教
育
研
究
の
推
進
者
を

養
成

す
る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

第
２

節
 

構
成

 

（
大

学
院
）
 

第
34

条
 

大
学

院
に

教
育

学
研

究
科

及
び

連
合

教
職
実
践
研
究
科
（
以
下
「
連
合
研
究
科
」

と
い

う
。
）
を
置

く
。
 

２
 

教
育
学

研
究

科
は

，
修

士
課

程
と

し
，

連
合
研
究
科
は
，
専
門
職
学
位
課
程
と
す
る
。
 

３
 

教
育
学

研
究

科
に

，
高

度
教

育
支

援
開

発
専
攻
を
置
く
。
 

  

大
阪

教
育
大

学
学

則
 

 第
１
条
～
第

32
条
 

（
略
）
 

 

第
２
章
 

大
学

院
 

第
１
節
 

目
的

 

（
大
学
院
の
目
的
）
 

第
33

条
 

大
阪
教
育
大
学

大
学

院
（
以

下
「
大

学
院
」
と

い
う

。）
は

，
教
育

委
員

会
や

学

校
現
場
と
の
密
接
な

連
携
の

下
で

の
教

員
養

成
や

現
職

教
員

教
育

を
通

じ
て

，
教

員
志

望

学
生
や
現
職
教
員
学

生
に
学

校
現

場
で

の
課

題
に

即
応

で
き

る
実

践
的

知
識
・
技

能
を

拡

充
さ
せ
る
た
め
の
視

点
と
方

法
を

獲
得

さ
せ

，
も

っ
て

学
校

に
お

け
る

高
度

な
専

門
的

能

力
及

び
優

れ
た

資
質

を
有

す
る

専
門

職
と

し
て

の
教

員
を

養
成

す
る

と
と

も
に

学
部

に

お
け
る
一
般
的
及
び

専
門
的

教
養

の
基

礎
の

上
に

，
広

い
視

野
に

立
っ

て
精

深
な

学
識

を

修
め
，
専
門
分
野
に

お
け
る

理
論

と
応

用
の

研
究

能
力

を
有

す
る

教
育

研
究

の
推

進
者

を

養
成
す
る
こ
と
を
目

的
と
す

る
。

 

第
２
節
 

構
成

 

（
大
学
院
）
 

第
34

条
 

大
学
院
に
教
育

学
研

究
科

及
び

連
合

教
職

実
践

研
究

科
（

以
下
「
連

合
研

究
科

」

と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

２
 

教
育
学
研
究
科

は
，
修

士
課

程
と

し
，

連
合

研
究

科
は

，
専

門
職

学
位

課
程

と
す

る
。
 

３
 

教
育
学
研
究
科

に
，
次

の
専

攻
を

置
く

。
 

 
 

健
康
科
学
専
攻
（

専
ら

夜
間

に
お

い
て

教
育

を
行

う
専

攻
）

 

 
 

総
合
基
礎
科
学
専

攻
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  ４
 

連
合
研

究
科

に
，

高
度

教
職

開
発

専
攻

を
置
く
。
 

５
 

連
合
研

究
科

は
，
大

阪
教
育

大
学
，
関

西
大

学
，
近
畿
大
学
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協

定
書

に
基
づ

き
設

置
す

る
も

の
で

，
本

学
を
基
幹
と
し
，
本
学
内
に
設
置
す
る
。
 

６
 

教
育
学

研
究

科
並

び
に

連
合

研
究

科
の

教
育
研
究
上
の
目
的
は
，
別
に
定
め
る
。
 

 

第
３

節
 

定
員

 

（
定

員
）
 

第
35

条
 

教
育

学
研

究
科

高
度

教
育

支
援

開
発

専
攻
の
定
員
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 

 
 
 

 
専

 
 

 
 

 攻
 

入
学
定
員
 

収
容
定
員
 

高
度

教
育
支

援
開

発
専

攻
 

5
0 

1
00
 

   

   
第

２
項
 

（
略

）
 

第
36

条
～
第

5
2
条
 

（
略
）
 

第
７

節
 

修
了

及
び

学
位

 

（
修

了
の
要

件
）

 

第
53

条
 

修
了

の
要

件
は

，
教

育
学

研
究

科
高

度
教
育
支
援
開
発
専
攻
に
あ
っ
て
は
心
理
・

教
育

支
援
コ

ー
ス

及
び

教
育

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン
コ
ー
ス
は
３
０
単
位
以
上
を
，
国
際

協
働

教
育
コ

ー
ス

は
３

４
単

位
以

上
を

修
得

し
，
か
つ
，
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
，

学
位

論
文
の

審
査

及
び

試
験

に
合

格
す

る
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
，
優
れ
た
業
績
を
上
げ

 
 

国
際
文
化
専
攻
 

 
 

芸
術
文
化
専
攻
 

４
 

連
合
研
究
科
に

，
高
度

教
職

開
発

専
攻

を
置

く
。
 

５
 

連
合
研
究
科
は

，
大

阪
教
育

大
学
，
関

西
大

学
，
近

畿
大
学

と
の

間
で

締
結

さ
れ

た
協

定
書
に
基
づ
き
設
置

す
る
も

の
で

，
本

学
を

基
幹

と
し

，
本

学
内

に
設

置
す

る
。

 

６
 

教
育
学
研
究
科

及
び
各

専
攻

並
び

に
連

合
研

究
科

の
教

育
研

究
上

の
目

的
は

，
別

に
定

め
る
。
 第

３
節
 

定
員

 

（
定
員
）
 

第
35

条
 

教
育
学
研

究
科

専
攻

別
の

定
員

は
，

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 
 
 
 
 
専
 

 
 
 

 攻
 

入
学

定
員
 

収
容

定
員
 

健
康
科
学
専
攻
 

2
1 

4
2 

総
合
基
礎
科
学
専
攻
 

1
6 

3
2 

国
際
文
化
専
攻
 

1
2 

2
4 

芸
術
文
化
専
攻
 

1
2 

2
4 

計
 

6
1 

1
22
 

 
第
２
項
 

（
略
）
 

第
36

条
～
第

5
2
条
 

（
略
）
 

第
７
節
 

修
了

及
び

学
位

 

（
修
了
の
要
件
）

 

第
5
3
条
 

修
了
の
要

件
は

，
教

育
学

研
究

科
に

あ
っ

て
は

３
０

単
位

以
上

を
修

得
し

，
か

つ
，
必
要
な
研
究
指
導

を
受

け
た

上
，
学
位

論
文

の
審

査
及

び
試

験
に

合
格

す
る

こ
と

と

す
る
。
た
だ
し
，
優
れ
た

業
績
を

上
げ

た
者

に
つ

い
て

は
，
第
３

７
条

第
１

項
の

規
定

に

か
か
わ
ら
ず
，
１

年
以

上
在

学
す

れ
ば

足
り

る
も

の
と

す
る

。
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た
者

に
つ
い

て
は

，
第

３
７

条
第

１
項

の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
年
以
上
在
学
す
れ
ば

足
り

る
も
の

と
す

る
。
 

２
 

前
項
の

場
合

に
お

い
て

，
大

学
院

の
目

的
に
応
じ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
特
定

の
課

題
に

つ
い

て
の

研
究

の
成

果
の

審
査

を
も

っ
て

学
位

論
⽂

の
審

査
に

代
え

る
こ

と

が
で

き
る
。
 

３
 

連
合
研

究
科

に
あ

っ
て

は
４

６
単

位
以

上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
54

条
～
第

8
1
条
 

（
略
）
 

 

附
 

則
 

１
 

こ
の
規

程
は

，
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施
行
す
る
。
 

２
 

令
和
２

年
度

以
前

の
入

学
者

に
つ

い
て

は
，
な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。
 

３
 

教
育
学

研
究

科
健

康
科

学
専

攻
，
総

合
基
礎
科
学
専
攻
，
国
際
文
化
専
攻
，
芸
術
文
化

専
攻

は
，
改
正
後

の
学

則
第

３
４

条
第

３
項

の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
，
令
和
３
年
３
月
３

１
日

に
当
該

専
攻

に
在

学
す

る
者

が
当

該
専

攻
に
在
学
し
な
く
な
る
ま
で
の
間
，
存
続
す

る
も

の
と
す

る
。

 

４
 

教
育
学

研
究

科
健

康
科

学
専

攻
，
総

合
基
礎
科
学
専
攻
，
国
際
文
化
専
攻
，
芸
術
文
化

専
攻

の
収
容

定
員

は
，
改
正

後
の

学
則

第
３

５
条
の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
，
令
和
３
年
度

の
間

に
あ
っ

て
は

，
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。
 

専
 
攻
 

収
容
定
員
 

健
康

科
学
専

攻
 

2
1 

総
合

基
礎
科

学
専

攻
 

1
6 

国
際

文
化
専

攻
 

1
2 

芸
術

文
化
専

攻
 

1
2 

５
 

教
育
学

研
究

科
高

度
教

育
支

援
開

発
専

攻
の
収
容
定
員
は
，
改
正
後
の
学
則
第
３
５
条

  ２
 

前
項
の
場
合
に

お
い
て

，
大

学
院

の
目

的
に

応
じ

適
当

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
，
特
定

の
課

題
に

つ
い

て
の

研
究

の
成

果
の

審
査

を
も

っ
て

学
位

論
⽂

の
審

査
に

代
え

る
こ

と

が
で
き
る
。
 

３
 

連
合
研
究
科
に
あ

っ
て

は
４

６
単

位
以

上
を

修
得

す
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
54

条
～
第

8
1
条
 

（
略
）
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の
規

程
に
か

か
わ

ら
ず

，
令

和
３

年
度

の
間

に
あ
っ
て
は
，
５
０
名
と
す
る
。
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大阪教育大学大学院教育学研究科委員会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大阪教育大学基本規則第２０条第２項第１号に規定する教育学研究科委員

会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 委員会は，教育学研究科長及び教育学研究科担当の専任教員で組織する。 

（任務） 

第３条 委員会は，次に掲げる事項を審議し，学長の求めに応じ教育研究に関する事項について意見を述べる

ことができる。 

(１) 教育学研究科の教学に関する事項

(２) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，教育研究に関する事項

(３) その他教育学研究科に関する事項

（委員長）  

第４条 委員会に委員長を置き，教育学研究科長をもって充てる。 

（議長）  

第５条 委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 前項のほか，委員の５分の１以上の連署をもって教育学研究科長あてに請求があったときは，教育学研究

科長は３０日以内に委員会を招集しなければならない。 

（議案の提出）  

第６条 委員会への議案の提出者は，教育学研究科長とする。 

２ 前項のほか，委員の５分の１以上の連署をもって，又は第１０条の教育学研究科運営委員会は，議案を提

出することができる。 

（定足数）  

第７条 委員会は，休職者，休暇中の者，公務出張中の者及び研修旅行中の者を除き，委員の５分の３以上の

出席がなければ，その議事を開き，議決することができない。 

（議事）  

第８条 委員会の議事は，他に特別の定めのある場合を除き，出席委員の過半数をもって決し，可否同数の場

合は，議長が決する。 

（意見聴取）  

第９条 委員会は，必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴取することができる。 

第 10 条 委員会に運営委員会を置き，本規程第３条並びに学則第４５条及び第５４条の事項につきその審議

等を委任することができる。 

（事務）  

第 11 条 委員会に関する事務は，関係部課等の協力を得て総務部総務課が処理する。 

附 則  

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は，平成２９年１月１日から施行する。 
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